
報告第９号 

 

   令和７年度石垣市水道事業会計予算の繰越について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、令和８年５月２６日石垣市水道事業石垣市

長 中 山 義 隆 より令和７年度石垣市水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について報告があったので、別紙のとお

り報告いたします。 

 

 

  令和８年６月８日提出 

                                     石垣市長 中 山 義 隆 



企 業 債 補助金
既 収 入
特定財源

損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1.資本的支出 1.建設改良費 配水設備改良費 R8債務負担行為との合算契約50,527,000 - 46,200,000 0 0 0 0 0 0

0計 372,694,000 - 180,618,900 50,025,000 40,555,000 33,253,900 0 0

0 0 30,800,000 0 0 0

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説　　　明

1.資本的支出 1.建設改良費 営業設備費
資材の入手難　エ
納期遅延：特注品の納期が遅延したため

30,800,000 - 30,800,000

1.資本的支出 1.建設改良費
原水及び浄水設
備費

計画に関する諸条件　エ
（渇水の影響及びろ過池の選定に不測の
日数を要したため）

84,867,000

別記第八号（第四十七条関係）

令 和 ７ 年 度 石 垣 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

　　地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

0 0 0- 40,557,000 18,500,000 19,635,000 2,422,000

1.資本的支出 1.建設改良費 配水設備拡張費

計画に関する諸条件　イ
（工事の施行に伴い発生した状況変化
（埋設物）により不測の日数を要したた
め）

206,500,000 - 63,061,900 31,525,000 20,920,000 31,900 0 0 0



企 業 債 負担金
既 収 入
特定財源

事業収益

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

別記第八号（第四十七条関係）

令 和 ７ 年 度 石 垣 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

　　地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳

0

不用額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説　　　明

1.水道事業費 1.営業費用

原水及び浄水費
資材の入手難　エ
納期遅延：特注品の納期が遅延したため

524,382,000 0 36,673,560

0

0 0 0 36,673,560 0

1,155,000 0 0 0 1,155,000

0 0

0

計
886,911,000 0 37,828,560 0 0 0 37,828,560

配水及び給水費
関連工事である縦9号線配水管布設工事
が遅延したことに伴い、年度内での完成
を見込めず履行期間を延長する。

362,529,000 0


